
第１８号議案 

   足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２２年２月２３日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１１年足立区条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とする。 

 第３条第２項中「５５０円」を「４００円」に改める。 

 第９条第２項中「６２０円」を「４８０円」に改める。 

 第１０条を次のように改める。 

第１０条 削除 

 第１１条第１項中「心身障がい者（児）の指導、生活適応訓練又は就

労能力の向上を図るための指導」を「心身障がい者の指導又は生活適応

訓練」に改め、同条第２項中「３９０円」を「３１０円」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

                        

 （提案理由） 

 特殊勤務手当の一部を廃止するとともに、手当を支給する業務を見直

すほか、額を改定する必要があるので、この条例案を提出いたします。 

 


